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地籍調査事業の実施について 
 
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）に基づき、以下のとおり、地籍調査（官

民境界等先行調査）を行う。 
 
１． 地籍調査の目的 
 一筆ごとの地番、地目、地積ならびに所有者を明確にすることにより地籍の明確

化を図り、まちづくり計画や財産の適切な管理、災害からの迅速な復旧、土地取引

の円滑化等に資する。 
 

２． 調査の方法 
 官民境界等先行調査 
  一筆地調査に先だち、中野区が所有する区道及び水路等とこれに隣接する民有

地との筆境を立ち会いの上、確定する。 
 
３． 調査対象地域 
江原町三丁目全域（０．１３ｋ㎡） 
 

４． 調査期間 
 平成１９年９月～平成２１年３月 
 
５． 周知方法 
（１）９月２０日号区報ならびに中野区ホームページ 
（２）地域説明会２回 

① ９月２１日（金）午後７時 
② ９月２２日（土）午後３時 
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